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登米市教育委員会会議録 

会議の名称 平成２３年第６回登米市教育委員会３月定例会議 
開催日時 

 

 

平成２３年３月２２日（火） 

午後２時００分 開会 
午後３時２０分 閉会 

開催場所 登米市中田庁舎 教育長室 
委員長氏名 委員長 畠山信弘 

出席委員氏名 

 

 

 

 

委員長 畠山信弘 
委員長職務代行者 久保泰宏 
委員 小野寺範子 
教育長 佐藤壽昭 
  

欠席委員 橘 智法委員 
傍聴者 なし 

事務局職員氏名 

 

 

 

 

 

教育次長（学校教育担当） 中津川定幸 

教育次長（社会教育担当） 阿部静男 
理事 永浦敬悦 
学校教育課長 伊藤 勉 
活き生き学校支援室長 金野 勉 
生涯学習課長 千葉幸弘 
参事兼教育総務課長 及川一夫 

書記 教育総務課 課長補佐 千葉 祐宏 
議題 報告第８号 一般事務報告について 

報告第９号 東北地方太平洋沖地震による被害状況について 

議案第５号 平成２３年度新学期に向けての方針について 

  

  

会議結果 報告第８号 承認 

報告第９号 承認 

議案第５号 決定 
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議題･

発言･

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

及川参事兼

教育総務課

長 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

開会（午後２時００分） 

 教育委員会議の開会を宣言し、本日の議事日程に基づき会議を

開く旨を告げる。 

  

前回までの会議録の承認を求めます。 

 

（２月８日、２月９日、２月１８日、３月９日の会議録を朗読）

  

  

 会議録の朗読が終わりました。この内容についてご異議ありま

せんか。 

 

 （「なし」の声あり） 

  

 ご異議がないものと認め、朗読のとおり承認することとします。

  

会議録署名委員の指名を行います。 

委員長から指名してよろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声あり） 

  

 ご異議がないようですので、１番久保委員、３番小野寺委員に

お願いします。 

  

日程第１、報告第８号「一般事務報告について」を上程します。

「教育長の一般事務報告について」教育長から報告をお願いしま

す。 

 

（一般事務報告について、平成２３年２月９日から３月２１日

までの会議・行事出席状況やその概要などについて、別紙資料に

基づき報告する） 

 

 教育長の一般事務報告が終わりました。この件についてご質問

ありませんか。 

  

 （「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第２号「一般事務報告につい

て」は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。 
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畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

中津川・阿

部教育次長 

 

畠山委員長 

 

 

久保委員 

 

 

阿部教育次

長 

 

 

久保委員 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

中津川教育

次長 

 

 

 

 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第１、報告第８号「一般事務

報告について」は、報告のとおり承認することとします。 

 

日程第２、報告第９号「東北地方太平洋沖地震による被害状況

について」を上程します。 

説明を求めます。 

 

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。報告第９号「東北地方太平洋沖地震によ

る被害状況について」、ご質問ありませんか。 

 

現在、各町域のグランドがごみ集積所になっていますが、今後

どのようになっていくのでしょうか。かなりの量のようですが。

 

 防災計画の中で指定場所となっていますので、災害ごみが集積

されております。順次処理してもらい、最終的に現状に回復して

もらいます。 

 

 ゴミの中には、ガラスや釘などが大量に混じっているようです

ので、現状に回復する際には、これら危険物をしっかりと取り除

き、運動などをするのに危なくないように徹底して整備していた

だくよう要望します。 

 

 学校関係で、使用不能となっている施設もあるようですが、別

の施設を代替として使用する考えもあるのですか。 

 

現在のところ、全壊状態なのは体育館です。教室についてはラ

イフラインなどを確保して使用していきたいと考えております。

４月２０日ころを目途に、学校の再開に向けて復旧を急いでいき

たいと考えております。 

 使用不能と記載している施設の中には、トイレが使えなかった

り、水が出ない校舎なども含まれております。建物が危険で使え
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畠山委員長 

 

小野寺委員 

 

阿部教育次

長 

 

 

 

小野寺委員 

 

 

 

中津川教育

次長 

 

 

 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

佐藤教育長 

 

 

畠山委員長 

 

ないのは、現時点での確認では新田小学校の体育館、石越小学校

の体育館、石越中学校の体育館の３施設で、これらについては使

用は控えたいと思います。他の施設のついては、復旧を急ぎたい

と思います。 

 

 できるだけ、４月中の復旧に向けご努力をお願いします。 

 

 迫体育館は避難所となっていますが、大丈夫なのでしょうか。

 

 迫体育館は当初、避難所となっていましたが、避難者の数も少

なくなっており、また、一部漏電個所がありますので、迫公民館

と迫保健センターに移動していただいております。現在は、避難

者はおりません。 

 

 遺体安置所は、旧善王寺小学校と聞いていたのですが、テレビ

の報道では、旧豊里小学校となっていました。この件はどのよう

になっているのでしょうか。 

 

 警察から、南三陸で津波により亡くなった方の遺体安置場所の

確保について、登米市に依頼がありました。それで、閉校施設の

体育館を予定していたのですが、遺体の収容が進まないこと、遺

体の確認に南三陸からなかなか来られないなどで、現在３９の遺

体が旧豊里小学校の体育館に安置されております。そのうち９体

の身元が確認され、引き取られております。この状況ですと、他

の施設も使うことはないと思われます。 

 

 最初は、遺体が相当数来るだろうということで、津山公民館や

若者総合体育館を考えたのですが、いろいろな事情があり、旧豊

里小学校に安置することになりました。そこがいっぱいになった

場合は、旧善王寺小学校にも入れることになっていました。 

 

 ４月の学校が始まる段階では、学校施設が避難所として使われ

ることはなくなるのですね。 

 

 登米中学校では、現在屋体と教室を貸しておりますが、４月の

始業式までには、使えるようになると思います。 

 

 教育施設がかなりの概算被害額になっているようですが、何年

計画で復旧する予定ですか。 
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佐藤教育長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

久保委員 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

久保委員 

 

 

佐藤教育長 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 それは、わかりません。この金額も概算ですので、もっと膨ら

むかも知れません。差し当っては、応急処置だけはしておこうと

思います。 

 

 前に教育長から、この地震による市内の児童・生徒、教職員等

に死者はいなかったという報告を聞きましたが、その後変わりは

ありませんか。 

 

 教職員ではいません。しかし、市職員の管理職で１名亡くなっ

ています。過労が原因だと思います。教育員会は大丈夫だと思い

ます。 

 

 この震災により、両親を亡くした子どもたちが隣町から登米市

に避難して来ると思いますので、速やかに、受け入れていただき

たいと思います。 

 

 その場合、身元保証や住所の問題があると思いますが、そうい

う問題があっても受け入れたいと思います。県でも、災害の場合

積極的に迎え入れるということですし、登米市も全く拒むことな

く受け入れます。 

 

 手続きを心配している人もいるようですので、よろしくお願い

します。 

 

 ぜひ、ご相談いただきたいと思います。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、報告第９号「東北地方太平洋沖地

震による被害状況について」は、報告のとおり承認することにご

異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第２、報告第９号「東北地方

太平洋沖地震による被害状況について」は、報告のとおり承認す
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畠山委員長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

中津川教育

次長 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

久保委員 

 

 

 

佐藤教育長 

 

 

 

 

久保委員 

 

佐藤教育長 

 

 

 

久保委員 

ることとします。 

 

日程第３、議案第５号「平成２３年度新学期に向けての方針に

ついて」を上程します。 

説明を求めます。 

  

（議案を朗読） 

 

（議案内容を別紙資料に基づき説明） 

 

 

説明が終わりました。議案第５号「平成２３年度新学期に向け

ての方針について」、ご質問ありませんか。 

 

新学期の開始時期の判断は、学校ごとですか、それとも教育委

員会でするのでしょうか。管理規則に則って、各学校施設の状況

を見ながら、教育委員会で決めたほうが望ましいと思います。 

 

学校によって、被害の程度が違いますが、応急手当てや場合に

よっては別の場所を借りて、早い学校と遅い学校の差が５日から

１週間の幅の中で新学期を開始するようにしたいと考えておりま

す。これは学校長に任せるのではなく、こちらの判断で行います。

 

新学期までの間に、家庭学習の課題を出すとありますが、先生

方は子どもたちの連絡を取ったりさまざまな業務があると思いま

すが、そういった中で可能でしょうか。 

 

春休み中は課題を出すように指示をしております。４月に入れ

ば、人事異動やクラス編成が決まりますので、そこでもう１度考

えてもらい、定期的に、例えば集落ごとなどの単位で課題を出し

家庭訪問をするなどの方法を考えています。 

 

クラス替えの前に、何らかの形で課題を出すということですね。

 

はい。クラス編成や担任が決まる新学期の前に、学校として課

題を出します。どれ位できるかはわかりませんが、これからの工

夫になります。 

 

先生方は、隣町から転入してくる生徒も把握しながら、課題も
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佐藤教育長 

 

 

小野寺委員 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

 

畠山委員長 

 

 

 

出すとなると大変なことになるのではないでしょうか。 

 

南三陸町の対応がまだわからないわけですが、中には戻ってい

る子供もいて、登米市に来る生徒はあまり多くはないと思います。

 

幼稚園、小学校、中学校にそれぞれ入園、入学する子供の親た

ちに不安があると思うので、幼稚園・学校間で連携を図り、保護

者の理解を得ていただきたいと思います。どうしても、在校生の

ことを考えがちですが、新入生や保護者が不安を感じると思うの

で、対応をよろしくお願いします。 

 

私たちが経験をしたことがない地震のため、日程変更等の対応

を迫られておりますので、よろしくご配慮をお願い致します。 

 

その他、ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

ご質問がないようですので、議案第５号「平成２３年度新学期

に向けての方針について」は、原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、日程第３、議案第５号「平成２３

年度新学期に向けての方針について」は、原案のとおり決定する

こととします。 

 

次回の会議の日程は、平成２３年４月１５日（金）午後２時か

ら行うことにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議がないようですので、次回の会議の日程は、平成２３年

４月１５日（金）午後２時から行うことに決定することにします。

 

閉会（午後３時２０分） 

 

 




